
業務及び財産の状況に関する説明書類 
 

第51期（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで） 
 

                                 令和７年６月25日作成（公衆縦覧の開始日）     

                                   監査法人名   監査法人薄衣佐吉事務所          

                                  所 在 地          東京都文京区本郷2－10－9冨士ビル    

                                  代 表 者          総括代表社員 河合 洋明            

 

一． 業務の概況 

１．監査法人の目的及び沿革 

・当監査法人の目的 

財務書類の監査又は証明の業務 

財務書類の調製、財務に関する調査若しくは立案又は財務に関する相談の業務 

公認会計士試験に合格した者に対する実務補習 

 

・当監査法人の沿革 

昭和23年９月に当監査法人の創業者である薄衣佐吉が、前身となる薄衣会計事務所を創設しまし

た。昭和27年11月に薄衣公認会計士事務所に改称し、昭和40年５月にパートナーシップ制発足によ

り、薄衣共同公認会計士事務所に組織変更しました。 

昭和49年12月に、東京都中央区において監査法人薄衣佐吉事務所が設立され、昭和51年３月に

現在の所在地である東京都文京区に事務所が移転しました。 

これまでに、合併はありません。定款の目的変更は、法令の改正に伴う字句の変更を除きありませ

ん。 

２．無限責任監査法人又は有限責任監査法人のいずれかであるかの別 

当監査法人は、公認会計士法第１条の３第５項に定める無限責任監査法人です。 

３．業務の内容 

(1) 業務概要 

当監査法人は、監査証明業務として、金商法・会社法監査業務、公益社団・財団法人監査業務、

一般社団・財団法人監査業務、労働組合監査等を行っております。また、非監査証明業務として、財

務アドバイザリー業務、会計・経営指導業務、非営利法人に対する各種支援業務等を行っておりま

す。 

 



(2) 新たに開始した業務その他の重要な事項 

特に記載すべき事項はありません。 

(3) 監査証明業務の状況 

令和７年３月31日現在 

種別 
被監査会社等の数 

総数 内大会社等の数 

① 金商法・会社法監査 ２ 社 ２ 社 

② 金商法監査 －   －   

③ 会社法監査 ２   －   

④ 学校法人監査 －   －   

⑤ 労働組合監査 ２   －   

⑥ その他の法定監査 ４   －   

⑦ その他の任意監査 ５   －   

計 15   ２   

 

(4) 非監査証明業務の状況 

区分 総数 内大会社等の数 

非監査証明業務  24 社  －社  

 

４．業務管理体制の整備及び業務の運営の状況 

(1) 業務の執行の適正を確保するための措置 

① 経営の基本方針 

当監査法人は、「会計の本義を体得し、人類経済秩序の確立のために誠実に努力することを大本

とする」を経営理念とし、監査業務の質が優先する事項であるとの前提に立ち、経営方針の立案を

行っております。また、パートナーシップとしての価値観、運営にあたっての基本事項は、「パートナー

シップ基本要綱」において文書化しております。 

経営方針は、社員会において決定されます。また、行動指針を制定し、毎年行われる全体会議に

おいて、経営理念及び経営方針とともに、全職員に対して周知徹底が図られます。 

 

② 経営管理に関する措置 

社員会は、毎月開催され、経営上の重要事項はすべて社員会にて審議・協議・報告されます。社

員会の審議事項や運営方法は、社員会規程において規定しております。また、日常的な意思決定に

ついては、社員会において選出された総括代表社員が行っております。 

 



③ 法令遵守に関する措置 

当監査法人の社員及び職員の職務の遂行が、法令及び定款等に適合することを確保するため、

各種規程及びマニュアル等を整備しております。これらは、毎月の頻度で開催される品質管理会議

又は研修会等において、社員及び職員への周知徹底が図られます。また、法令違反行為等の情報

を対象とした通報制度を設置しております。 

法令遵守を確保するため、関連する法令等の改正状況について、毎月モニタリングしております。 

 

④ その他 

当監査法人は、パートナーシップ制によって経営しており、社員が経営に直接関与し、相互に監視

することによって、経営の規律の確保を図っております。 

業務品質が向上し、組織が永続・維持発展を図るため、自由闊達な議論と相互啓発・調査研究を

行う組織文化の涵養を重視しております。 

 

(2) 業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置 

当監査法人及び専門要員が職業的専門家としての基準及び法令等を遵守して監査業務等を実

施し、適切な監査報告書を発行することを合理的に確保するために、監査契約の新規の締結及び更

新から、監査計画の策定、監査業務の実施及び監査報告書の発行に至る監査のプロセスについて、

「監査の品質管理規程」及び「審査規程」において定め、運用しております。同規程は、社員会にお

いて決定され、法令等及び監査の基準の変更を反映して適時に改訂し、保持しております。 

 

① 業務に関する職業倫理の遵守及び独立性の保持 

当監査法人は、監査業務に関係する職業倫理に関する規定を遵守することを合理的に確保する

ために、当監査法人の「監査の品質管理規程」において、職業倫理の遵守に関する方針及び手続を

定めております。 

当監査法人及び専門要員が、倫理規則等で定める独立性の規定を遵守していることを確認する

ため、毎年６月に「独立性チェックリスト」により利害関係の有無を調査しております。また、新規に入

所する職員に対しては、入所時に実施するとともに、新規に監査関与先が増えた場合は、全社員及

び監査チームの予定メンバーに対して実施しております。監査関与先に対して非監査証明業務を受

託する場合には、独立性を阻害するような要因がないかどうかをチェックし、このような要因を許容可

能な水準にまで軽減または除去できない場合には、当該業務を受託しません。 

大会社等の監査業務については、監査業務の主要な担当者に対して７会計期間のローテーション

を義務付けております。大会社等以外の監査業務については、監査業務の主要な担当者が長期間

継続して同一の監査業務に従事している場合、監査業務の目的、内容及び業務執行社員が同一の

監査業務に従事している期間などを考慮し、独立性に対する脅威について適切な措置を講じる必要

性があるかどうかを検討しております。 

 



 

② 業務に係る契約の締結及び更新 

当監査法人は、監査契約の新規の締結及び更新に当っては、関与先の誠実性、関連する職業倫

理に関する規定の遵守、及び当監査法人の人的資源の確保の状況等を検討し、リスクの程度に応じ

た適切な承認を受けることを義務付けております。 

 

③ 業務を担当する社員その他の選任 

職業的専門家としての基準及び法令等に従って監査業務を実施し、適切な監査報告書を発行す

ることを可能にするために必要とされる能力、適性、経験及び独立性を保持し、十分な時間を確保で

きる業務執行社員及び補助者を、それぞれの監査業務に選任しております。 

 

④ 人材、情報通信技術その他の業務の運営に関する資源の取得又は開発、維持及び配分 

当監査法人は、監査業務を始めとする専門業務の遂行における経営資源の確保の重要性を認識

しており、とりわけ人材が最も重要な経営資源であるとの基本認識に立脚しております。そのような基

本認識のもと、専門要員の採用に力を入れるとともに、教育・訓練の充実、評価及び選任に関する方

針及び手続の充実を図るとともに、情報通信技術その他の資源の取得、維持及び配分に力を入れて

おります。 

ア．社員の報酬の決定に関する事項 

専門要員が能力を高め維持すること及び職業倫理を遵守することを正当に評価し、十分に報い

るため、評価制度を整備し、職業倫理を含む勤務態度、業務実績、成長目標に対する到達度等の

観点から定期的な人事考課を実施し、その結果に基づき、昇給昇格及び賞与を決定しております。 

社員については、経営機能の遂行度合、誠実性・倫理性・社会性を含む経営責任能力、経営

成果の観点から定期的に評価を行い、その結果を社員報酬に反映させております。 

 

イ．社員及び使用人その他の従事者の研修に関する事項 

当監査法人では、専門能力の維持向上のため、ほぼ毎月の頻度で研修会を開催するのに加え、

日本公認会計士協会その他の外部研修会への参加についても積極的に奨励し、日本公認会計

士協会の継続的専門研修制度（CPD）に関しても、履修状況の徹底管理を行っております。また、

新規に入所した者に対しては、２週間程度の入所時の研修に加えて、指導を担当する専門職員を

選任し、きめ細かい育成を行っております。また、複数年次にわたる育成計画を作成し、計画的な

業務経験を通じた育成を図っております。 

       

ウ．その他 

当監査法人は、テクノロジー資源の取得又は開発、適用、維持及び利用について、「監査の品

質管理規程」において規定しております。また、取り扱う情報の漏えいや滅失といった事態を未

然に防ぐべく、必要となるセキュリティ対策を実施するためのポリシーを明確にすることを目的とし

て、情報セキュリティ対策の基本方針を定めるとともに、情報セキュリティ対策基準及び関連する



マニュアルを整備し、周知徹底・遵守を図っております。 

 

⑤ 業務の実施及びその審査 

ア． 専門的な見解の問合せ 

判断に困難が伴う重要な事項や見解が定まっておらず判断が難しい重要な事項に関しては、

審査担当責任者への事前照会、社員会や当該事項に精通する社員等との討議、その他外部の専

門家に対して、適切に専門的な見解の問合せを実施しております。外部の専門家の利用にあたっ

ては、専門分野ごとの問合せ先を含めた具体的な方針及び手続を定めております。 

        

イ． 監査上の判断の相違の解決 

監査チームは意思疎通を密にし、監査上の判断の相違の生じるおそれがある場合には、専門

要員は速やかに、監査責任者に報告するとともに、適時に、監査責任者は審査担当者に事前相

談を行い、審査担当者と監査上の判断の相違が生じないように努めることとしております。監査報

告書は、監査上の判断の相違が解決しない限り、発行しません。 

        

ウ． 監査証明業務に係る審査 

当監査法人は、社員の中から審査担当者を選任し、すべての監査業務について、監査計画及

び監査意見形成のための審査を、「審査規程」等に基づき行っております。監査報告書の発行ま

でに、すべての監査業務に対して審査が行われることを合理的に確保するために、監査報告書交

付管理表にて、管理しております。 

        

エ． 監査ファイルの電子化その他の監査調書の不適切な変更を防止するために行っている監査

調書の管理及び保存に関する体制の整備状況 

監査調書の不適切な変更を防止するために、監査調書の最終的な整理、管理・保存について、

「監査の品質管理規程」により規定化し、品質管理会議等により、周知徹底を図っております。 

上場会社の監査調書については、国際的に広く使用されているCaseWare社の電子監査調書シ

ステムであるCaseWare Cloudを使用して電子化しております。 

 

       オ．その他 

当監査法人は、監査業務の質を合理的に確保するために、日本公認会計士協会から公表され

た監査基準委員会報告書、監査・保証実務委員会等の委員会報告に準拠し、研究報告等を参考

として、監査業務の実施に関する方針及び手続を監査マニュアルとして定めております。当該方針

及び手続には、監査の実施、補助者への指示、監督及び査閲の方法、並びに監査調書としての

記録及び保存の方法等が含まれます。品質管理担当責任者は、監査業務の実施に関するすべて

の方針及び手続を適宜更新し、監査の品質管理規程や監査マニュアル等に反映しております。 

 

⑥ 業務に関する情報の収集と伝達 



情報と伝達に関する方針及び手続は、「監査の品質管理規程」において定めております。品質

管理に関する情報は、原則として「日常的監視月次管理表」により社員会及び品質管理会議等

にて専門要員に伝達しております。 

職員からの情報収集を重要と考えており、毎月行われる品質管理会議において情報収集する

ほか、品質管理のアンケートや、面接時の対話により、業務品質に関する情報を収集し、主な結

果は社員会において検討し、業務品質の向上に活用しております。また、監査・その他の業務に

おける不正・粉飾、インサイダー取引等の法令違反行為、職業倫理に反する行為、及びそれらの

疑義のある行為に関する情報を対象とした通報制度を設置しております。 

監査役等に対しては、監査計画時または監査意見表明時に、品質管理システムの整備・運用

状況の概要を記載した所定の書面により協議しております。日本公認会計士協会による品質管

理レビュー等の結果を受領した際には、当該結果について速やかに監査役等に報告することと

しております。 

当監査法人の外部の者への品質管理システムに関する情報の提供は、公認会計士法施行規

則第93条、第95条及び第96条に基づき行います。公認会計士法施行規則第93項の書類は６月末

までに、公認会計士法施行規則第95条及び第96条の書類は、「監査品質のマネジメントに関する

年次報告書」として、９月末までに公表します。公表する内容は、総括代表社員と品質管理責任者

が分担して作成し、相互のレビューを経て社員会にて審議して、承認します。 

「監査品質のマネジメントに関する年次報告書」において、監査法人のガバナンス・コードの適用

状況を記載しております。「監査品質のマネジメントに関する年次報告書」は、独立第三者である経

営評価・監督委員からの評価を受け、品質管理システムの状況等について、監査報告の利用者が

適切に評価できるような十分な透明性の確保を図っております。 

 

⑦ 前任及び後任の公認会計士又は監査法人との間の業務の引継ぎ 

監査契約に当たって前任監査人が存在する場合は、監査基準が定める所定の方法に従い、リ

スクの評価を行った上で受嘱の可否を判断します。当監査法人が前任監査人である場合は、後任

監査人の監査契約締結の判断及び監査を実施する上で有用な情報を誠実かつ明確に引き継ぎ

ます。 

 

⑧ ①から⑦までに掲げる事項についての責任者の選任並びにその役割及び責任の明確化 

業務の品質の管理に関する最終的な責任は総括代表社員が負いますが、業務の品質の管理の

方針の策定及びその実施に関する責任者として、品質管理担当責任者が社員会により選任されます。

品質管理担当責任者は、前述の規程及びマニュアル等の策定・更新、独立性に係る要求事項の遵

守、品質管理システムの日常的なモニタリング並びにCPDの履修状況の管理等を主管します。 

 

⑨ ①から⑧までに掲げる事項についての目標の設定、当該目標の達成を阻害する可能性のある事

象（以下「リスク」という。）の識別及び評価並びに当該リスクに対処するための方針の策定及び実

施 



当監査法人では、社員会において協議の上、総括代表社員が品質目標の設定、品質リスクの識

別と評価及び品質リスクに対処するための方針及び手続を決定し、法人全体に適用しています。 

 

⑩ ①から⑧までに掲げる事項についての実施状況の把握（以下「モニタリング」という。）及び当該モ

ニタリングを踏まえた改善 

品質管理のシステムのモニタリングについては、当監査法人が定めたモニタリング項目に従い、品

質管理担当責任者より毎月開催される社員会及び品質管理会議において報告し、必要に応じて改

善されます。総括代表社員は、年度末において品質管理システムの評価を行います。 

また、完了した監査業務の検証については、監査業務に関連するリスクや過去の実施結果等を踏

まえて、すべての業務執行社員が少なくとも３年に１回は対象となるように、対象とする監査業務が選

定されます。原則として、品質管理担当責任者が検証を実施しますが、品質管理担当責任者が、対

象となる監査業務に関与している業務については、社員会において担当者を選任します。検証により

不備が検出された場合には、原因の調査と品質管理システムに及ぼす影響の評価が行われ、改善

措置が行われます。 

  (3) 公認会計士である社員以外の者が公認会計士である社員の監査証明業務の執行に不当な影響

を及ぼすことを排除するための措置 

当監査法人は、監査業務の執行に際し担当外の者が不当な影響を及ぼすことのないよう、担当外

の監査業務の執行に不当な影響を及ぼしてはならないこととしております。また、すべての専門要員

は、個々の監査業務の遂行への不当な干渉を発見した場合には、いつでも社員会に報告することが

できます。 

なお、当監査法人は、特定社員制度を採用しておりません。 

 

  (4) 直近において公認会計士法第 46 条の 9 の 2 第 1 項の規定による協会の調査（品質管理レ

ビュー）を受けた年月 

品質管理レビュー 令和４年12月 

 

  (5) 業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置について監査法人を代表して責任

を有する社員一名による当該措置が適正であることの確認 

当監査法人の総括代表社員河合洋明は、当監査法人の第51期（令和6年４月1日から令和7年３月

31日まで）の業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置が適正であることを確認し

ました。 



 ５．公認会計士（大会社等の財務書類について監査証明業務を行ったもの又は登録上場会社等監査人

であるものに限る。）又は他の監査法人との業務上の連携（法第 24 条の４又は第 34 条の 34 の 13

に規定する業務を公認会計士と共同して行うことを含む。）に関する事項 

該当事項はありません。 

  ６．外国監査事務所等（外国の法令に準拠し、外国において、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書

類の監査又は証明をすることを業とする者）との業務上の連携に関する事項 

該当事項はありません。 

 

二． 社員の概況 

１．社員の数 

公認会計士 特定社員 合計 

６ 人 － 人 ６ 人 

 

２．重要な事項に関する意思決定を行う合議体の構成 

合議体の名称 合議体の目的 
合議体の構成 

公認会計士 特定社員 計 

社員会 経営上の重要事

項の決定・協議・

情報共有 

６ 人 － 人 ６ 人 

 

 

三． 事務所の概況 

名称 所在地 

当該事務所に勤務する者の数 

社員 
公認会計士で

ある使用人の

数 公認会計士 特定社員 計 

（主） 監査法人

薄衣佐吉事務所 
東京都文京区本

郷 2-10-9 冨士ビ

ル 
６ 人 － 人 ６ 人  １人 

（従） 該当なし      

  



四． 監査法人の組織の概況 

 

 

五． 財産の概況 

１．売上高の総額 

（単位：千円） 

 第50期会計年度 

令和５年４月１日～ 

令和６年3月31日 

第51期会計年度 

令和６年４月１日～ 

令和７年３月31日 

売上高   

監査証明業務 106,881 106,427 

非監査証明業務 50,084 46,093 

合 計 156,965 152,520 

 

２．直近の二会計年度の計算書類 

  当監査法人は、無限責任監査法人のため、添付を省略します。 

 

３．２．に掲げる計算書類に係る監査報告書 

  当監査法人は、無限責任監査法人のため、添付を省略します。 

 

社員会 

品質管理担当 

責任者 

審査担当責任者 

業務部門 事務局 

総括代表社員 



 

六． 被監査会社等（大会社等に限る）の名称 

児玉化学工業株式会社 

株式会社CAPITA 


